
タ
ク
シ
ー
券
不
正
で
京
都
市
教
委
幹
部

京
都
市
教
委
の
タ
ク
シ
ー
チ
ケ

ッ
ト
不
正
使
用
問
題
で
、
市
教
委

幹
部
2
人
が
読
売
新
聞
の
取
材
に

対
し
、
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用
報
告
書

を
虚
偽
記
載
す
る
手
口
な
ど
を
明

ら
か
に
し
た
。
「
市
役
所
と
ワ
ン
メ

ー
タ
L
L
か
離
れ
て
い
な
い
の

で
、
祇
園
か
ら
乗
車
し
て
も
市
役

所
と
書
い
て
い
た
」
と
証
言
、
虚
偽

報
告
と
不
正
使
用
が
常
態
化
し
て

い
た
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
っ

た
。
市
は
処
分
を
検
討
す
る
。
ま

た
、
市
民
団
体
の
メ
ン
バ
ー
ら
6

人
が
6
日
、
門
川
大
作
市
長
を
相

手
取
り
、
市
長
自
身
や
幹
部
計
1

0

人
に
不
正
使
用
分
約
9
0
万
円
を
市

に
返
還
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
住
民

訴
訟
を
京
都
地
裁
に
起
こ
し
た
。

市民団体90万円返還求め提訴

証
言
に
よ
る
と
、
タ
ク
シ
ー

の
乗
車
場
所
が
実
際
に
は
「
祇

園
」
や
「
四
条
花
見
小
路
」
だ

っ
た
の
に
、
使
用
報
告
書
で
は

「
市
役
所
」
と
虚
偽
記
載
し
、

業
務
内
容
に
つ
い
て
は
「
教
育

再
生
会
議
準
備
十
「
教
員
採
用

業
務
等
」
な
ど
と
ん
て
い
た
。

監
査
な
ど
で
計
約
4
0
件
、
約
2
5

万
円
分
が
不
正
と
指
摘
さ
れ
た

幹
部
は
「
午
後
1
1
時
ご
ろ
ま
で

▲
報
告
書
に
記
し
た
内
容
で
市
役

所
で
仕
事
を
し
て
お
り
、
・
そ
の

後
、
部
下
と
食
事
に
行
っ
た
の

で
、
（
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
て

も
）
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

実
際
に
祇
園
で
議
会
関
係
者
と

情
報
交
換
す
る
な
ど
の
仕
事
を

も
て
い
た
こ
と
も
あ
る
」
と
弁

明
し
た
。

声

・
報
告
書
を
管
理
す
る
立
場
だ

っ
た
別
の
幹
部
職
員
は
「
終
電

ぎ
り
ぎ
り
に
帰
る
の
は
し
ん
ど

い
の
で
、
午
後
日
時
ご
ろ
で
も

タ
ク
シ
ー
使
用
を
認
め
て
い

た
。
乗
車
地
は
本
人
に
確
認
は

し
な
か
っ
た
」
と
チ
ェ
ッ
ク
体

制
の
甘
さ
を
認
め
、
「
市
民
の

目
線
で
お
か
し
い
の
な
ら
改
め

な
い
と
い
け
な
い
」
と
し
た
。

市
職
員
の
タ
ク
シ
ー
利
用
額

は
年
間
約
1
億
7
9
0
0
万
円

で
、
原
告
の
一
人
の
北
上
田
毅

さ
ん
（
6
2
）
は
「
公
金
を
使
っ
て

い
る
意
識
が
な
い
。
組
織
的
で
、

悪
質
」
と
話
し
て
い
る
。

躍動
附 港間シク

京
タ

9
0
万
円
返
還
求
め
提
訴

市
民
琵
「
不
正
も
っ
と
多
い
」

京
都
市
警
萎
貞
会
の

事
務
局
職
員
が
昨
年
度
に

使
用
し
た
タ
ク
シ
ー
チ
ケ

ッ
ト
の
一
部
に
つ
い
て
、

市
監
査
委
員
が
不
正
使
用

と
認
定
し
て
返
還
を
勧
告

し
た
問
題
で
、
監
査
請
求

し
た
市
民
団
体
の
メ
ン
バ

ー
六
人
が
六
日
、
「
実
際

ゐ
不
正
使
用
は
も
っ
と
多

い
」
と
し
て
二
削
教
育
長

の
門
川
大
作
市
長
や
当
時

の
市
教
委
幹
部
ら
計
十
一

人
に
総
額
約
九
十
万
円
の

返
還
を
求
め
る
住
民
訴
訟

を
起
こ
し
た
。

市
監
査
妻
貞
は
十
月
、

実
際
の
乗
車
地
は
祇
園
や

上
七
軒
な
ど
な
の
に
「
市

役
所
」
と
偽
っ
て
深
夜
帰

宅
に
利
用
し
た
ケ
ー
ス

な
ど
百
十
七
件
を
不
正

使
用
と
認
め
一
、
教
育
企
画

監
（
当
時
）
ら
八
人
に
計

約
五
十
万
円
を
返
遺
さ

せ
る
よ
う
門
川
市
長
に
勧

告
し
た
。

市
民
団
体
は
、
こ
の
勧

告
以
外
に
も
公
共
交
通
機

関
が
利
用
で
き
る
時
間
で

の
使
用
や
乗
車
地
の
虚

偽
記
載
な
ど
に
よ
り
「
さ

ら
に
百
九
十
一
件
の
不

正
使
用
が
あ
る
」
と
主
張

す
る
。原

告
に
加
わ
る
「
『
心
の

教
育
』
は
い
ら
な
い
！
市

民
会
議
」
の
メ
ン
バ
ー
は

「
公
金
を
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ

」
の
ご
と
く
使
う
市
教
委

の
体
質
を
た
だ
し
た
い
」

と
し
て
い
る
。

市
教
委
は
「
訴
状
を
確

認
し
、
対
応
を
検
討
し
た

い
」
と
し
て
い
る
。
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京
都
市
教
委
タ
ク
シ
ー
券
訴
訟

原
告
側
「
不
正
は
ま
だ
あ
る
」

京
都
市
教
委
幹
部
ら
に
よ
る

タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
不
正
使

用
問
題
は
6
日
、
住
民
団
休
が

さ
ら
に
約
9
0
万
円
の
返
還
を
求

め
る
訴
訟
を
起
こ
し
、
法
廷
へ

と
舞
台
を
移
し
た
。
監
査
結
果

で
は
「
基
準
内
」
と
さ
れ
た
も

の
で
も
チ
ケ
ッ
ト
記
載
の
乗
車

地
が
実
際
と
異
な
る
も
の
な
ど

が
あ
り
、
原
告
側
は
「
監
査
は

限
定
的
」
と
主
張
。
一
方
、
市

教
委
は
「
自
主
調
査
を
進
め
て

い
る
の
に
…
」
と
困
惑
の
色
を

浮
か
べ
て
い
る
。

「
あ
た
か
も
自
分
ら
の
ポ
ケ

ッ
ト
マ
ネ
ー
で
あ
る
か
の
よ
う

な
使
い
方
だ
」
。
同
日
、
京
都

地
裁
で
会
見
し
た
原
告
の
市
民

団
体
メ
ン
バ
ー
は
厳
し
く
指
弾

し
た
。
市
監
査
重
点
は
1
■

0
月
、

市
教
委
幹
部
ら
8
人
の
深
夜
帰

宅
名
目
の
チ
ケ
ッ
ト
使
用
に
つ

い
て
、
約
5
0
万
円
分
を
「
基
準

外
」
と
指
摘
。
原
告
側
は
「
監

査
結
果
は
画
期
的
」
と
評
価
し

て
い
る
が
、
「
不
正
は
ま
だ
あ

る
」
と
追
及
の
芋
を
棲
め
て
い

な
い
。ま

た
原
告
側
は
「
組
織
ぐ
る

易
の
不
正
」
と
強
調
す
る
。
局

長
級
幹
部
か
ら
係
長
級
職
員
ま

で
8
人
に
不
正
使
用
が
あ
っ
た

こ
と
に
加
え
、
昨
年
1
2
月
ま
で

約
7
年
間
、
門
川
大
作
市
長
が

市
教
委
ト
ッ
プ
の
教
育
長
を
務

め
て
い
た
た
め
だ
。
メ
ン
バ
ー

の
1
人
は
「
以
前
か
ら
中
心
に

い
た
門
川
市
長
の
責
任
は
極
め

て
大
き
い
」
と
話
す
。

一
方
、
市
教
委
は
「
監
査
結

果
に
照
ら
し
て
厳
格
に
返
還
手

続
き
と
再
調
査
を
進
め
て
い

る
」
と
強
調
。
職
員
の
1
人
は

「
再
謝
査
に
従
っ
て
返
還
す
る

準
備
も
整
っ
て
い
る
。
調
査
結

果
を
待
た
ず
に
別
の
基
準
で
提

訴
さ
れ
て
も
、
ど
う
対
応
し
て

い
い
の
か
」
と
困
惑
す
る
一

方
、
「
時
間
外
勤
務
手
当
に
反

映
さ
れ
な
く
て
も
、
深
夜
ま
で

働
い
て
い
る
実
態
が
あ
る
の
に

…
」
と
話
し
た
。

…
京
都
市
長
ら
に
返
還
請
求

b
F

O如

タ
ク
シ
ー
券
不
正

オ
ン
ブ
ズ
提
訴

勧
告
外
の
9
0
万
円
㌧

提訴後、記者会見する原告の市民団体メンバー＝京都地裁

京
都
市
教
委
幹
部
に
よ

る
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の

不
正
使
用
問
題
で
、
市
民

団
体
「
京
都
・
市
民
、
オ

ン
ブ
ズ
パ
ー
ス
ン
委
貞

会
」
の
メ
ン
バ
ー
ら
6
人

が
6
日
、
「
市
監
査
委
員

が
返
還
勧
告
し
た
以
外
に

も
不
正
使
用
が
あ
る
」
と

し
て
市
を
相
手
取
り
、
幹

部
9
人
に
使
用
し
た
チ
ケ

ッ
ト
1
9
1
件
9
0
万
円
分

の
返
遠
を
請
求
す
る
よ
う

求
め
る
訴
訟
を
京
都
地
裁

に
起
こ
し
た
。
0
7
年
1
2
月

ま
で
教
育
長
だ
っ
た
門
川

大
作
市
長
個
人
に
も
監
督

責
任
と
し
て
6
・1
万
円
を
返

還
請
求
す
る
よ
う
求
め
て

い
る
。

訴
状
に
よ
る
と
、
市
教

委
幹
部
ら
が
0
7
年
度
に
使

用
し
た
チ
ケ
ッ
ト
5
2
2

件
の
う
ち
、
終
電
前
な
の

に
使
用
し
た
ケ
ー
ス
な
ど

1
1
．7
件
に
つ
い
て
監
査

委
員
は
返
遺
勧
告
し
た
。

原
告
ら
は
、
今
回
返
還
を

訴
え
た
う
ち
9
4
伴
侶
、
タ

ク
シ
ー
会
社
の
運
行
記
録

で
は
祇
園
な
ど
の
歓
楽
街

で
乗
車
し
た
の
に
チ
ケ
ッ

ト
で
は
「
市
役
所
」
と
偽

っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

市
教
委
は
一
「
（
監
査
委

員
か
ら
実
施
を
求
め
ら
れ

た
）
再
調
査
分
の
チ
ケ
ッ

ト
と
重
複
が
多
い
と
思
わ

れ
る
が
、
・
訴
状
を
見
て
対

応
を
検
討
し
た
い
」
と
コ

メ
ン
ト
し
た
。

【
熊
谷
妻
】

京
都
市
教
委
タ
ク
シ
ー
券
不
正

伽
万
円
返
還
濁
め
捉

市民ら6人

京
都
市
教
委
で
昨
年
度
に
約
5
0

万
円
分
の
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の

不
正
使
凧
が
あ
っ
た
と
市
監
査
委

員
に
指
摘
さ
れ
た
問
題
で
、
「
京

都
・
市
民
・
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ス
ン

委
員
会
」
な
ど
の
6
人
が
、
指
摘

さ
れ
た
以
外
の
約
9
0
万
円
分
も
不

正
だ
と
主
張
。
6
日
、
門
川
大
作

市
長
を
相
手
に
、
当
時
教
育
長
だ

っ
た
門
川
氏
と
職
員
ら
1
0
人
に
同

額
を
返
遺
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
住

民
訴
訟
を
京
都
地
裁
に
撃
」
し

た
。訴

状
に
よ
る
と
、
市
監
査
委
員

は
対
象
と
な
っ
た
タ
ク
シ
ー
帰
宅

5
2
2
件
の
う
ち
1
1
7
件
を
不

正
使
用
と
認
定
し
、
該
当
す
る
職

員
に
返
還
さ
せ
る
よ
う
、
市
長
に

勧
告
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外

に
も
公
共
交
通
機
関
が
利
用
で
き

る
時
間
な
の
に
タ
ク
シ
ー
で
帰
宅

し
て
い
る
ほ
か
、
運
行
記
録
で
は

祇
園
や
上
七
軒
か
ら
乗
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
に
、
職
員
が
「
市
役

所
か
ら
」
と
チ
ケ
ッ
ト
に
記
載
し

て
い
る
な
ど
の
事
例
が
1
9
1
件

見
つ
か
っ
た
。

監
査
結
果
は
r
公
務
で
な
い
と

い
う
証
拠
が
な
い
」
と
し
て
不
正

と
認
定
し
な
か
っ
た
が
、
訴
え
は

「
虚
偽
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら

不
正
使
用
は
明
ら
か
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

市
教
委
の
稲
田
新
書
総
務
課
長

は
「
訴
状
を
確
認
し
て
対
応
を
検

討
し
た
い
」
と
し
て
い
る
。


